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(57)【要約】
　第１のスキー板上のブーツの固定されたビンディング
を実行するためのデバイスは、第１のスキー板上のブー
ツのビンディング手段および制御回路を備える。ビンデ
ィング手段は、分離信号の受信時に、ブーツと第１のス
キー板の分離を容易にするように構成される。制御回路
は、
　・第１のスキー板の第１の方向と第２のスキー板の第
２の方向との間の角度のずれを決定し、
　・第１のスキー板および第２のスキー板の、前記スキ
ー板のそれぞれの長手方向の軸に沿った前方への進行を
決定し、
　・第１のスキー板および第２のスキー板の角度のずれ
、ならびに前方への進行から少なくとも１つのパラメー
タを計算し、そのパラメータを閾値パラメータと比較し
、比較に応じて分離信号を送信する
ように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のスキー板上のブーツの固定されたビンディングのためのデバイスであって、
　－　分離信号の受信時に、前記ブーツと前記第１のスキー板の間の分離を容易にするよ
うに構成された、前記第１のスキー板上の前記ブーツのビンディング手段（１）と、
　－　制御回路（２）であって、
　　・前記第１のスキー板の第１の方向と第２のスキー板の第２の方向との間の角度のず
れを決定し、
　　・前記第１のスキー板および前記第２のスキー板の、前記スキー板のそれぞれの長手
方向の軸に沿った前方への進行を決定し、
　　・前記第１のスキー板および前記第２のスキー板の前記角度のずれ、ならびに前記前
方への進行から少なくとも１つのパラメータを計算し、前記パラメータを閾値パラメータ
と比較し、前記比較に応じて前記分離信号を送信する
ように構成された制御回路（２）と
を備えるデバイス。
【請求項２】
　前記制御回路（２）が、
　・前記第１のスキー板の第１の方向と第２のスキー板の第２の方向との間の角度のずれ
を決定し、
　・前記第１のスキー板の前記第１の進行方向、および前記第２のスキー板の前記第２の
進行方向を決定し、
　・前記角度のずれ、前記第１の進行方向および前記第２の進行方向から少なくとも１つ
のパラメータを計算し、前記パラメータを閾値パラメータと比較し、前記比較に応じて前
記分離信号を送信する
ように構成されることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記制御回路（２）が、
　・前記第１のスキー板の前記第１の方向と第１の固定された基準方向との間の第１の角
度を決定し、
　・前記第２のスキー板の前記第２の方向と第２の固定された基準方向との間の第２の角
度を決定し、
　・前記第１の角度、前記第２の角度、前記第１の進行方向および前記第２の進行方向か
ら少なくとも１つのパラメータを計算する
ように構成されることを特徴とする請求項１または２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記第１の基準方向および前記第２の基準方向が、磁北に合致することを特徴とする請
求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記制御回路（２）が、前記第１のスキー板の動きの速度を評価するように構成される
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記制御回路（２）が、少なくとも１つのジャイロスコープ、および／または少なくと
も１つの加速度計をさらに備えることを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載
のデバイス。
【請求項７】
　前記制御回路（２）が、少なくとも１つの慣性ユニット、および場合によりコンパスを
備えることを特徴とする請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　各スキー板の前記制御回路（２）が、センサ、および前記１つまたは複数のパラメータ
を計算するように構成された計算回路を備えることを特徴とする請求項１から７のいずれ
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か一項に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記デバイスが、前記スキー板に組み込まれるように構成された圧電ブレード（４）を
備え、前記制御回路（２）が、前記圧電ブレード（４）によって生成される電力を監視す
ることによって、前記スキー板の滑りと前記スキー板の別の動きを区別するように構成さ
れることを特徴とする請求項１から８のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記圧電ブレード（４）が、前記固定されたビンディング・デバイスの全体に提供され
るように構成されることを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記ビンディング手段（１）が、前部の止め具、かかと部分、ならびに
　－　前記前部の止め具と前記スキー板の間、および／または
　－　前記かかと部分と前記スキー板の間
に配置された少なくとも１つの旋回プレート（３）を備えることを特徴とする請求項１か
ら１０のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記旋回プレート（３）が、分離信号がない場合にブロックされるように構成されるこ
とを特徴とする請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　右のスキー板に関連付けられるように構成された第１の制御回路、および左のスキー板
に関連付けられるように構成された第２の制御回路を備えることを特徴とする請求項１か
ら１２のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記制御回路（２）が、各スキー板が関連付けられた前記ブーツを基準にして、どちら
のスキー板が前記右のスキー板であり、どちらのスキー板が前記左のスキー板であるかを
決定するように構成されることを特徴とする請求項１から１３のいずれか一項に記載のデ
バイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スキー板上のブーツの固定されたビンディングのためのデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ブーツのビンディングは、特にスキー・ブーツの場合、ブーツがスキー板の上に、確実
かつ取り外し可能な方法で固定されることを可能にする。ブーツとスキー板の間の解放は
、使用者によって機械的手段を用いて故意に実行されるか、または例えばスキーヤーが転
倒した場合など、所定の閾値より高いある特定の力がビンディングの各部分の少なくとも
１つに加えられたときに意図せずに起こる。
【０００３】
　それより高いとブーツがスキー板から分離する（またはそのビンディングから解放され
る）力の所定の閾値は、一般に使用者の体重、能力のレベル、健康状態などに従って調整
することができる。
【０００４】
　ビンディングの不正確な調整によって、以下のことが生じる、すなわち、
　－　調整が緩すぎれば、タイミングの悪い分離（または解放）によって故障の危険性が
高まり、
　－　調整が堅すぎれば、転倒の場合に、分離しない（解放しない）ことによって膝の負
傷の危険性が高まる。特に、解放しないことは、膝の捻挫の主な原因になる。
【０００５】
　最も一般的な従来型のビンディングは、かかと部分および前部の止め具を備え、かかと
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部分は、ブーツのかかとに圧力を加え、したがって、ブーツを前部の止め具に押し付ける
。スキーヤーが転倒した場合、ブーツをビンディングから解放するために、所定の閾値よ
り高い力の影響によって、かかと部分および／または前部の止め具の押さえの部分（jaw
）が、自動的に開放または旋回する。したがって、これは、例えば単純なばねによって実
装される純粋に機械的な手段を含む。
【０００６】
　ビンディングは、絶えず改良を受けている。特許出願ＦＲ２，８７４，８３３は特に、
ブーツのかかとの垂直軸のまわりの回転を容易にすると同時に、ビンディング上のブーツ
の底の摩擦抵抗を制限するための手段を備えるかかと部分を提案することによって、ビン
ディングの安全性を向上させる、スキー・ブーツのビンディングについて記載している。
【０００７】
　しかしながら、そうしたデバイスは、潜在的に危険な状況において、スキー・ブーツを
スキー板から分離させない。特に、このタイプのデバイスは、ビンディングにどのような
トルクが加えられても、特にこうしたトルクの軸がどのようなものであっても、ブーツと
スキー板の間の分離の可能性を提示しないため、すべての危険な状況において膝を保護す
るわけではない。
【０００８】
　さらに、これまでに説明されたように、優れた効率のために、ビンディングは、個々の
スキーヤーに特有の経時的に変化しやすいパラメータ（スキーヤーの体重、能力のレベル
、健康状態など）に従って適切に調整されなければならない。
【０００９】
　米国特許第６，００７，０８６号は、これらの欠点を改善する目的を有するスキー・ブ
ーツのビンディング・デバイスを提案している。前記デバイスは、特に電磁石を用いたス
キー板上のスキー・ブーツのビンディング・システム、および前記ビンディング・システ
ムと通信するように構成されたプロセッサを備える。このデバイスは、プロセッサによっ
て所定の閾値を超える力が確認されたとき、ブーツがスキー板から解放されることを可能
にする。さらに、このデバイスは、第１のスキー板の前方に配置された送信機、および第
２のスキー板に同じ方法で配置された受信機によって完成させることができ、スキー板の
両方が、プロセッサと通信するトランシーバ・セットを備える。そうしたシステムでは、
第１のスキー板の送信機は、一方向アーク（unidirectional arc）の形の信号を第２のス
キー板の受信機へ送る。一方のスキー板の送信機と他方のスキー板の受信機との間で通信
が遮断されると、プロセッサはビンディング・システムに解放信号を送る。
【００１０】
　したがって、そうしたデバイスは、スキーヤーにとって危険な状況において、特にスキ
ー板が異常な角度のずれを有するときに、解放が実行されることを可能にする（米国特許
第６，００７，０８６号、図５ｂおよび図５ｃ）。
【００１１】
　しかしながら、このデバイスは、危険のない状況において、またはスキー板の間の大量
の雪が信号を瞬間的に遮断したときに解放を引き起こすという重大な欠点を提示する。反
対に、このシステムは、危険な状況ではビンディングの解放を過度に遅くする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　危険な状況の検知の改善を提示する、スキー板上のブーツの固定されたビンディングの
ためのデバイスを提供することへの要求が存在することが認められる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この要求は、第１のスキー板上のブーツの固定されたビンディングのためのデバイスで
あって、
　－　分離信号の受信時に、ブーツと第１のスキー板の間の分離を容易にするように構成
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された、第１のスキー板上のブーツのビンディング手段と、
　－　制御回路であって、
　　・第１のスキー板の第１の方向と第２のスキー板の第２の方向との間の角度のずれを
決定し、
　　・第１のスキー板および第２のスキー板の、前記スキー板のそれぞれの長手方向の軸
に沿った前方への進行を決定し、
　　・第１のスキー板および第２のスキー板の角度のずれ、ならびに前方への進行から少
なくとも１つのパラメータを計算し、そのパラメータを閾値パラメータと比較し、比較に
応じて分離信号を送信する
ように構成された制御回路と
を備えるデバイスを用いて満たされる傾向がある。
【００１４】
　好ましい実施形態によれば、制御回路は、
　・第１のスキー板の第１の方向と第２のスキー板の第２の方向との間の角度のずれを決
定し、
　・第１のスキー板の第１の進行方向、および第２のスキー板の第２の進行方向を決定し
、
　・角度のずれ、第１の進行方向および第２の進行方向から少なくとも１つのパラメータ
を計算し、そのパラメータを閾値パラメータと比較し、比較に応じて分離信号を送信する
ように構成される。
【００１５】
　さらに好ましい実施形態によれば、制御回路は、
　・第１のスキー板の第１の方向と第１の固定された基準方向との間の第１の角度を決定
し、
　・第２のスキー板の第２の方向と第２の固定された基準方向との間の第２の角度を決定
し、
　・第１の角度、第２の角度、第１の進行方向および第２の進行方向から少なくとも１つ
のパラメータを計算する
ように構成される。
【００１６】
　有利には、第１の基準方向および第２の基準方向は、磁北に合致する。
【００１７】
　特に有利な実施形態によれば、制御回路は、第１のスキー板の動きの速度を評価するよ
うに構成される。
【００１８】
　優先的には、制御回路は、少なくとも１つのジャイロスコープ、および／または少なく
とも１つの加速度計をさらに備える。ジャイロスコープは、任意の適切な手段によって実
現され得る。特定の実施形態において、ジャイロスコープは、加速度を連続的に積分する
マイクロプロセッサに接続された１組の加速度計によって形成される。さらに優先的には
、制御回路は、少なくとも１つの慣性ユニット、および場合によりコンパスを備える。コ
ンパスは、２次元または３次元とすることができる。３次元コンパスの場合、コンパスは
、地磁界によって制御回路に対して形成される３次元ベクトルを示す。
【００１９】
　有利な実施形態によれば、各スキー板の制御回路は、センサ、および１つまたは複数の
パラメータを計算するように構成された計算回路を備える。
【００２０】
　別の実施形態によれば、デバイスは、スキー板に組み込まれるように構成された圧電ブ
レードを備え、制御回路は、圧電ブレードによって生成される電力を監視することによっ
て、スキー板の滑りとスキー板の他の動きを区別するように構成される。優先的には、圧
電ブレードは、固定されたビンディング・デバイスの全体に提供されるように構成される
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。
【００２１】
　有利には、ビンディング・システムは、前部の止め具、かかと部分、ならびに前部の止
め具とスキー板の間、および／またはかかと部分とスキー板の間に配置された少なくとも
１つの旋回プレートを備える。優先的には、旋回プレートは、分離信号がない場合にブロ
ックされるように（動きを妨げられるように）構成される。
【００２２】
　有利な実施形態によれば、デバイスは、右のスキー板に関連付けられるように構成され
た第１の制御回路、および左のスキー板に関連付けられるように構成された第２の制御回
路を備える。
【００２３】
　別の実施形態によれば、制御回路は、各スキー板が関連付けられたブーツを基準にして
、どちらのスキー板が右のスキー板であり、どちらのスキー板が左のスキー板であるかを
決定するように構成される。
【００２４】
　他の利点および特徴は、非限定的な例のためにのみ示される本発明の特定の実施形態に
関する以下の記述からより明確に明らかにになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】固定されたビンディング・デバイスの実施形態の概略的な上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　スキー板上のブーツの固定されたビンディングのためのデバイスは、分離信号の受信時
に、ブーツと第１のスキー板の間の分離を容易にするように構成された第１のスキー板上
のブーツのビンディング手段１を備える。
【００２７】
　ビンディング手段１は、当業者によく知られているブーツをスキー板上に留めるための
任意の手段とすることができる。
【００２８】
　特定の実施形態によれば、ブーツがより簡単に分離し、スキーヤーに対する負傷の危険
性を低減することを可能にするために、ビンディング・デバイスは、前部の止め具とスキ
ー板の間および／またはかかと部分とスキー板の間に配置された、旋回プレート３を備え
る。こうして、ビンディング手段１は、２つの異なる挙動を提示する。
【００２９】
　ビンディングは、優先的には、前部の止め具およびかかと部分を備える従来型のビンデ
ィングであり、それに、スキー板と前部の止め具の間および／またはスキー板とかかと部
分の間に配置された、少なくとも１つの旋回プレートが関連付けられる。
【００３０】
　「従来型のビンディング」によって意味されるものは、ブーツをスキー板に機械的に取
り付け、特にビンディングの構成要素の少なくとも１つに所定の閾値より大きい力が加え
られたときに、ブーツを解放するように設計された、上記に記載された任意のビンディン
グである。
【００３１】
　旋回プレート３は、前記スキー板の滑り面に平行なスキー板の主平面に対して垂直な軸
のまわりを、例えばほぼ６０°にわたって回転するように構成される。
【００３２】
　特定の実施形態では、旋回プレート３は、電気機械的な機構を備え、それによって、
　－　プレート３は固定され得るか、
　－　または分離信号の受信時に、プレート３は、例えばこれまでの位置に対してほぼ６
０°のある特定の振幅で自由に旋回することが可能にされるかのいずれかである。
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【００３３】
　プレート３が固定されるときには、プレート３に取り付けられたビンディングも同じで
ある。この位置では、使用者はスキーをすることが可能であり、ビンディング手段１は、
有利には従来技術におけるのと同様に動作する。
【００３４】
　プレート３は解放されると、ビンディングと同じ方法で旋回することができる。この回
転の自由度は、ブーツがより簡単に分離し、スキー板に対して横方向に解放されることを
可能にし、スキーヤーに対する負傷、特に膝の負傷の危険性を低減する。
【００３５】
　ビンディング・デバイスはまた、
　・第１のスキー板の第１の方向と第２のスキー板の第２の方向との間の角度のずれを決
定し、
　・第１のスキー板および第２のスキー板の、前記スキー板のそれぞれの長手方向の軸に
沿った前方への進行を決定し、
　・第１のスキー板および第２のスキー板の角度のずれ、ならびに前方への進行から少な
くとも１つのパラメータを計算し、そのパラメータを閾値パラメータと比較し、比較に応
じて分離信号を送信する
ように構成された制御回路２を備える。
【００３６】
　制御回路２は、分離信号がない場合、ビンディング手段１をスキーを可能にする機能的
な位置でブロックするように、例えば旋回プレート３をその旋回しない構成でブロックす
るように構成される。
【００３７】
　こうして、デフォルトでは、プレート３はブロックされた位置にあり、したがって、制
御回路２の故障の場合、または信号がない場合には、ビンディング・デバイスは従来技術
におけるのと同様に動作する。使用者は、例えば従来技術におけるのと同様に、より効率
の悪い方法ではあるが依然として保護される。
【００３８】
　２つのスキー板の間の角度のずれ、およびそれらの前方への進行を知ることは、危険な
状態と正常な状態を迅速に区別することを可能にする。
【００３９】
　優先的には、各スキー板は、少なくとも１つのビンディング手段１および制御回路２を
備えるビンディング・デバイスを具備する。
【００４０】
　有利には、各スキー板の制御回路２は、１つまたは複数のセンサ、および１つまたは複
数のパラメータを計算する計算回路を備える。
【００４１】
　第１のスキー板の制御回路２は、配線による接続によってビンディング手段１に接続さ
れ得る。これは特に、ビンディング・デバイスの電気消費が低減されることを可能にする
。
【００４２】
　制御回路２は、２つのスキー板の空間的な構成を知り、状況が危険な状況であるか、危
険のない状況であるかを決定することを可能にするように設計される。こうして、従来技
術のデバイスと比べると、危険のない状況での分離が減少する。
【００４３】
　好ましい実施形態によれば、第１の制御回路２は、第１のスキー板の上に、第１のスキ
ー板に固有の１つまたは複数のパラメータを決定するように取り付けられる。第２の制御
回路２は、第２のスキー板の上に、第２のスキー板に固有の１つまたは複数のパラメータ
を決定するように取り付けられる。各スキー板専用の制御回路２の使用は、様々な必要と
されるパラメータの計算を容易にする。しかしながら、これは一般的には、どちらのスキ
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ー板が右のスキー板であり、どちらの他方のスキー板が左のスキー板であるかを知る必要
があることを意味する。この決定は、スキー板の設計段階で右のスキー板と左のスキー板
を最初に予め決定することによって、またはスキー板が右のブーツに関連付けられている
か、左のブーツに関連付けられているかのいずれかに応じてスキー板のパラメータを設定
することによって行われてもよい。こうして、第１の実施形態によれば、固定されたビン
ディング・デバイスは、右のスキー板と関連付けられるように構成された第１の計算回路
、および左のスキー板と関連付けられるように構成された第２の計算回路を備え、第２の
実施形態によれば、制御回路２は、各スキー板が関連付けられたブーツを基準にして、ど
ちらのスキー板が右のスキー板であり、どちらのスキー板が左のスキー板であるかを決定
するように構成される。第２の実施形態は、２つの同一のスキー板を使用することができ
るという利点を提示する。
【００４４】
　有利な方法では、各スキー板の制御回路２は、そのスキー板に関する情報を計算回路へ
送る。次いで、計算回路は、パラメータを計算することができる。有利な方法では、情報
は、永続的または断続的な方法で送信される。有利な実施形態では、計算回路はスキー板
の一方に取り付けられる。さらに有利な方法では、各スキー板は、異なるセンサから情報
を受ける計算回路を備える。優先的には、計算回路は、配線による接続によって、そのス
キー板の制御回路２、取り付け可能な任意の他のセンサ、およびそのスキー板のビンディ
ング手段１に接続される。
【００４５】
　有利には、第１のスキー板の制御回路２は、断続的な方法または連続的な方法で第２の
スキー板の制御回路２と通信する。
【００４６】
　２つのスキー板の間の通信は、優先的には、例えば無線周波数リンクを用いた無線通信
である。しかしながら、スキー・ブーツまたはスキーヤーのスキー・パンツに組み込まれ
た伝導ワイヤを用いた配線による接続を使用することも考えられる。２つの制御回路２の
間の通信は、例えばデジタル方式でコード化されてもよい。より優先的には、それは暗号
化された電波を用いて実行されてもよい。
【００４７】
　これまでの実施形態と組み合わせることができる別の実施形態では、固定されたビンデ
ィング・デバイスは、２つのスキー板の一方のブーツが分離されているかどうかを決定す
るように構成されたセンサをさらに備える。センサは、ブーツが取り付けられているかど
うかを決定するように構成される。センサが第１のブーツが分離されていることを検知し
た場合、前記センサは、分離を他方のスキー板のセンサまたは制御回路２に通信し、この
他方のスキー板の制御回路２は、第２のブーツの分離を容易にする。次いで、分離信号が
他方のスキー板のビンディング手段１に送られる。こうして、ブーツが分離するとすぐに
、他方のブーツも分離するようになる。この構成は、負傷の危険性が低減されることを可
能にする。センサは、当業者に知られている任意の手段によって、例えば磁化されたシス
テム、または例えば「ブーツがない」、「右のブーツ」もしくは「左のブーツ」を示す２
つの異なる信号を検知することが可能な任意の他の受動システムによって実現され得る。
【００４８】
　有利な実施形態では、ビンディング・デバイスはまた、
　・第１のスキー板の第１の方向と第２のスキー板の第２の方向との間の角度のずれを決
定し、
　・第１のスキー板の第１の進行方向、および第２のスキー板の第２の進行方向を決定し
、
　・角度のずれ、第１の進行方向および第２の進行方向から少なくとも１つのパラメータ
を計算し、そのパラメータを閾値パラメータと比較し、比較に応じて分離信号を送信する
ように構成された制御回路２を備える。
【００４９】
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　したがって、この実施形態によれば、制御回路２は、スキー板のその長手方向の軸に対
するどんな進行方向でも、かつ／またはスキー板のどんな進行方向（前方、後方、左、右
など）でも、第１のスキー板および第２のスキー板の進行方向をさらに決定するように構
成される。これは、当業者に知られている任意の手段によって、例えばジオロケーション
・デバイス、少なくとも１つの加速度計、および／または少なくとも１つのジャイロスコ
ープを各スキー板に組み込むことによって実現され得る。したがって、そうした制御シス
テムにより、固定されたビンディング・デバイスは、危険な状況のより適切な評価を可能
にする。有利な方法において、ジャイロスコープは、連続的な方法で加速度を積分するマ
イクロプロセッサに接続された１組の加速度計によって形成されてもよい。この機能性は
、例えば９軸センサによって得られる可能性がある。
【００５０】
　こうして、制御回路２は、２つのスキー板の空間的な構成を知り、状況が危険な状況で
あるか、危険のない状況であるかを決定することができる。例示の目的で、ある特定の構
成において、スキーヤーが通常の進行方向に進んだ場合に危険な構成になると考えられる
構成では、スキーヤーは低速で後方への動きを行い停止する。こうして、従来技術のデバ
イスと比べて、危険のない状況での分離が減少する。
【００５１】
　特に有利な実施形態において、制御回路２は、
　・第１のスキー板の第１の方向と第１の固定された基準方向との間の第１の角度を決定
し、
　・第２のスキー板の第２の方向と第２の固定された基準方向との間の第２の角度を決定
する
ように構成される。
【００５２】
　第１の角度および第２の角度は、２つのスキー板の間に存在する角度のずれを決定する
目的に役立つ。この実施形態は設定がより簡単であり、またより堅固である。
【００５３】
　制御回路２は、第１の角度、第２の角度、第１の進行方向および第２の進行方向から少
なくとも１つのパラメータを計算し、そのパラメータを閾値パラメータと比較し、比較に
応じて分離信号を送信するように構成される。
【００５４】
　閾値パラメータは制御回路２に組み込まれ、ビンディング・デバイスによって測定され
たパラメータの一部またはすべてを考慮して危険な状況をモデル化することによって評価
され得る。
【００５５】
　優先的には、第１の基準方向は第２の基準方向と同じである。例示の目的として、基準
方向の１つは、マーカーに対してまたは磁北に対して決定される。
【００５６】
　さらに優先的には、第１の基準方向および第２の基準方向は磁北に合致する。これは、
例えば単純なコンパス、または優先的には３次元コンパスによって容易に検知可能な独立
した数量による簡単な測定を可能にする。３次元コンパスの場合、北の方向に関する情報
が提供される。３次元コンパスの場合、コンパスは、地磁場が制御回路となす３次元ベク
トルも示す。
【００５７】
　スキー板の配向の決定、およびスキー板の進行方向の決定は、任意の適切な手段によっ
て、例えばＧＰＳなどのジオロケーション・デバイスによって実行され得る。しかしなが
ら、ＧＰＳの能力が２つのスキー板の位置を区別できることを保証する必要がある。
【００５８】
　好ましい実施形態では、固定されたビンディング・デバイスは、例えば遠隔制御によっ
て手動で分離されるように構成される。したがって、例えばスキーヤーがリフトに乗って
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いるとき、またはエクストリーム・スキーを練習しているときなど、スキーヤーがデバイ
スを利用することを望まないあらゆる状況において、デバイスは完全に停止され得る。
【００５９】
　これまでの実施形態と組み合わせることができる別の実施形態では、制御回路２は、両
方のブーツの分離を生じさせるように構成される。
【００６０】
　一実施形態によれば、制御回路２は慣性ユニットを備え、制御回路２のコンパスは、慣
性ユニットの再較正を可能にする。再較正は、好ましくはコンパスが地球の半径に垂直ま
たは実質的に垂直な平面内にあるときに実行される。この再較正は、３次元コンパスの場
合に特に有利である。再較正はまた、地球の半径に垂直な平面におけるスキー板の位置を
決定するために、重力を考慮して実行され得る。コンパスが３次元であるとき、再較正は
、前記コンパスの地球の半径に対するどんな位置でも実行され得る。特に好ましい実施形
態によれば、制御回路２は、定期的に再較正されるように構成される。慣性ユニットは、
特にコンパスの測定が非常にノイズの多いとき、または金属性の要素によって妨げられる
とき、スキー板の向きが決定されることを可能にする。この構成は、信頼性のある測定が
きわめて多様な構成で行われることを可能にする。
【００６１】
　特定の実施形態によれば、制御回路２はまた、第１のスキー板などスキー板の一方、ま
たはスキー板の両方の動きの速度を評価するように構成され得る。この目的のために、制
御回路２は、少なくとも１つの加速度計を備えることもできる。速度の評価は、危険な状
況がより適切に決定されることを可能にする。例えば、後部でスキー板が互いに特に離れ
るプルークボーゲン（ｓｎｏｗｐｌｏｕｇｈ）の位置は、スキーヤーが高速である場合に
はブーツ／スキー板の分離を生じさせるが、停止時またはきわめて低速では分離が起こら
ない。
【００６２】
　これまでの実施形態と両立する特定の実施形態によれば、制御回路２は、スキー・スロ
ープ上でのスキー板の滑りとスキー板の別の動き、例えばリフト上の動きを区別するよう
に構成される。スキー板は、リフトでは実際には動かないが、高い動きの速度を提示する
可能性がある。有利な方法では、スキー板は、好ましくはスキー板に組み込まれた圧電材
料のフィルムまたは圧電ブレード４を備える。こうして、スキー板がスキーヤーと共に雪
の上を滑るとき、スキー板は変形および振動し、それによって、圧電ブレード４が電気を
発生させることを可能にする。一方、スキー板がリフト上で動いているときには、スキー
板の変形は小さく、圧電ブレード４のねじれもしくは変形は小さいか、または存在せず、
その場合、圧電ブレード４によって生成される電気はきわめて少ない。したがって、圧電
ブレード４によって生成される電力を監視することによって、これらの２つのシナリオを
区別することが可能である。制御回路２は、有利には、スキー板が雪の上を滑っているか
どうかを決定するために、圧電ブレード４によって供給される電力を監視するように構成
される。こうして制御回路２は、第１のスキー板内の圧電ブレード４によって生成される
電力を監視することによって、第１のスキー板の滑りと別の動きを区別するように構成さ
れる。生成される電力が所与の閾値より小さいとき、制御回路２は、ビンディング・デバ
イスが従来技術におけるのと同様に動作するように、ビンディング手段１をブロックする
。
【００６３】
　優先的な実施形態において、圧電ブレード４はまた、固定されたビンディング・デバイ
スに少なくとも部分的に提供されるように構成される。有利には、圧電ブレード４は、固
定されたビンディング・デバイスの全体に提供される。
【００６４】
　特定の実施形態において、圧電ブレード４は、スーパーキャパシタまたは小型電池と連
結される。それが使用されるとき、圧電ブレード４は変形し、ビンディング・デバイスの
電子デバイスに供給する電流を発生させる。
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【００６５】
　有利な実施形態によれば、ビンディング・デバイスは、特にブーツとビンディング手段
１の間の分離の場合、または圧電ブレード４によって生成される電力が存在しないか、も
しくはきわめて少ない場合には、エネルギー節約モードで動作する。この場合、スキー板
の間の通信はない。
【００６６】
　好ましい実施形態によれば、制御回路２は、２次元コンパス、または好ましくは３次元
コンパスによって定期的に再較正され得る慣性ユニットを備える。有利には、各スキー板
は、突然の方向の変化または急な減速を検出するその制御回路２によって連続的に監視さ
れる。したがって、制御回路２は、所定の閾値を超えるスキー板の角加速度、および／ま
たは直線加速度もしくは直線減速度を検知すると、前記スキー板のビンディング手段１に
分離信号を送信する。スキー板の角加速度、および／または直線加速度もしくは直線減速
度の閾値は、手動で設定されること、またはビンディング・デバイスの学習モードの間に
確定されることが可能である。そうした実施形態は、ビンディング手段１に加えられるど
んな力であれ、障害によってスキー板が停止または方向転換されるやいなや、スキーヤー
が直ちに分離することを可能にする。
【００６７】
　好ましい実施形態によれば、２つのスキー板の間の通信がない場合、制御回路２は、ビ
ンディング・デバイスが従来技術におけるのと同様に動作するように、ビンディング手段
１をブロックする。したがって、ビンディング・デバイスが旋回プレート３を備えるとき
、２つのスキー板の間の通信がない場合には、旋回プレート３は固定された位置に配置さ
れ、使用者がスキーをすることを可能にする。したがって、使用者は、例えば従来技術に
おけるのと同様に、より効率の悪い方法ではあるが依然として保護される。優先的には、
２つのスキー板の間の通信がない場合、上記に記載されたように、制御回路２は、所定の
閾値を超えるスキー板の角加速度、および／または直線加速度もしくは直線減速度の場合
を除いて、いかなる分離信号も送信しない。
【００６８】
　特に有利な実施形態において、制御回路２は少なくとも１つの慣性ユニットを備える。
慣性ユニットは、各スキー板に取り付けられ、制御回路２は、２つの慣性ユニットの較正
を実行するように構成される。こうして、較正ステップが実行されると、２つのスキー板
の配置が決定される。スキーヤーが自身のスキー板の上で動くと、２つの慣性ユニットは
、動きおよび速度の成分を逐次計算し、それにより、制御回路２が、２つのスキー板の角
度のずれおよび配向の方向を決定することを可能にする。慣性ユニットの使用は、大きく
乱された位置で、各スキー板がその基準方向となす角度が計算されることを可能にするた
め、特に有利である。例えば、基準方向が磁北である場合、例えば地下の電気ケーブルを
提示する領域では、第１の角度および第２の角度を決定することが困難である。
【００６９】
　有利な方法において、慣性ユニットは、２次元コンパス、または優先的には３次元コン
パスに関連付けられる。この関連付けは、より劣った性能を有する慣性ユニットが使用さ
れることを可能にする。この慣性ユニットは、最初に較正され、コンパスによって定期的
に再較正される。こうして、スキーヤーは、慣性ユニットのいかなる初期の較正手順も実
行する必要がなく、スキー板の間の角度のずれの計算は、長期にわたって信頼できるもの
になる。
【００７０】
　有利には、制御回路２は、スキー板が大きく変位され、それが測定をゆがめるとき、ま
たは２次元コンパスが使用される場合には、スキー板の位置が地球の法平面に対して十分
に平行でないとき、慣性ユニットを定期的に再較正し、コンパスの使用を避けるように構
成される。
【００７１】
　好ましい実施形態によれば、制御回路２は、１組の微小電子機械システム（ＭＥＭｓ）
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によって形成され、それにより、デバイスの電気消費が低減されることを可能にする。
【００７２】
　特に有利な実施形態によれば、制御回路２は、「学習モード」を備えるように構成され
る。そうしたモードは、スキーヤーによる最初の１回または複数回の滑走時に、制御回路
２の較正を可能にする。したがって、最初の１回または複数回の滑走時に、固定されたビ
ンディング・デバイスは、制御デバイス２が、スキーヤーの個々の特徴、特にスキーヤー
の技術的な能力に関連付けられた閾値パラメータ（例えば、それを上回ると制御回路２が
分離信号を送信しなければならない、スキー板の角加速度、および／または直線加速度も
しくは直線減速度の閾値）を決定するようにのみ構成されるという意味では部分的に作動
されるが、いかなる分離信号も送信しない。そうした学習モードの間、使用者は、例えば
従来技術におけるのと同様に、より効率の悪い方法ではあるが依然として保護される。有
利には、ビンディング・デバイスは、学習モードでの最初の滑走の前に予め較正されても
よい。この場合、使用者は、制御回路２によって組み込まれる使用者自身の特徴、例えば
使用者の体重および／または能力レベルの単純化された等級（例えば「初級者」／「中級
者」／「上級者」）における能力のレベルを指示することになる。次いで、ビンディング
・デバイスは、最初の滑走時に、使用者によって最初に指示されたパラメータに従って動
作すると同時に、やはりこの最初の滑走の間に、使用者の能力のレベルに関連付けられた
実際の閾値パラメータ（例えば、それを上回ると制御回路２が分離信号を送信しなければ
ならない、スキー板の角加速度、および／または直線加速度もしくは直線減速度の閾値）
を決定する。好ましくは、学習モードは、特に最初の滑走の間にスキーヤーが転んだ場合
には、必要な回数だけ繰り返されてもよい。スキーヤーがまず、最初の滑降をブルー・ラ
ン（中級者向けゲレンデ）で行い、次いで別の滑降をレッド・ラン（上級者向けゲレンデ
）で行うなど、学習モードは漸進的でもよい。そうした実施形態は、特に通常は使用者に
よる自身の実際の能力レベルの過大評価が見られるため、特に有利である。
【００７３】
　固定されたビンディング・デバイスは、スキーヤーに対する負傷の危険性が防止される
ことを可能にすると同時に、スキーヤーがタイミングの悪い方法でスキー板を解放するこ
となく、スキーを行うことを可能にする。例えば、後方のプルークボーゲン型のスキー板
の位置（スキー板の後端が互いの方を向き、２つのスキー板の前方先端が分離する）は、
スキーヤーが後方に動いている場合には、ブーツとスキー板の間の分離を生じさせない。
したがって、ビンディング・デバイスは、負傷の危険性なく、かつ状況が危険な状況でな
いときにブーツがそのビンディングから分離することなく、スキーが行われることを可能
にする。
【００７４】
　デバイスの設計はさらに、デバイスが、純粋に機械的な固定されたシステムを備える従
来型のビンディングに関連付けられることを可能にする。したがって、デバイスは、危険
な状況を評価するために、スキー板の互いに対する相対位置、動きの方向、速度、スキー
ヤーの体重、能力のレベルなど、多数のパラメータを考慮する。
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